
提

出

者

首

藤

信

彦

平
成
十
三
年
六
月
二
十
九
日
提
出

質

問

第

一

三

三

号

ケ
ニ
ア
共
和
国
ソ
ン
ド
ゥ
・
ミ
リ
ウ
水
力
発
電
事
業
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

133



ケ
ニ
ア
共
和
国
ソ
ン
ド
ゥ
・
ミ
リ
ウ
水
力
発
電
事
業
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

現
在
、
ケ
ニ
ア
共
和
国
西
部
キ
ス
ム
地
方
の
ソ
ン
ド
ゥ
川
に
お
い
て
流
れ
込
み
式
の
発
電
所
、
ソ
ン
ド
ゥ
・
ミ
リ
ウ
水
力
発

電
建
設
事
業
が
進
ん
で
い
る
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
環
境
面
の
悪
影
響
、
工
事
の
過
程
に
お
け
る
人
権
侵
害
、
様
々
な
形
で

露
見
し
て
い
る
腐
敗
な
ど
に
よ
り
現
地
、
お
よ
び
国
際
社
会
に
お
い
て
激
し
い
批
判
を
受
け
て
い
る
。

首
藤
信
彦
は
五
月
二
三
日
、
質
問
主
意
書
に
お
い
て
本
事
業
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
一
年
六
月
一
日
、

衆
議
院
外
務
委
員
会
に
お
い
て
本
事
業
の
見
直
し
の
必
要
性
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
を
受
け
田
中
�
紀
子
外
相
は
、
円
借
款
は
相

手
国
の
債
務
負
担
能
力
を
含
む
経
済
状
況
に
配
慮
し
た
上
で
供
与
を
決
定
す
べ
き
で
あ
り
、
精
査
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
る
な

ど
、
本
事
業
、
さ
ら
に
他
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
案
件
に
つ
い
て
も
見
直
し
が
必
要
と
の
認
識
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

政
府
は
有
償
資
金
協
力
課
長
を
ケ
ニ
ア
に
派
遣
し
、
現
地
サ
イ
ト
の
視
察
、
地
域
住
民
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
及
び
青
年
海
外
協
力
隊
隊

員
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
、
及
び
ケ
ニ
ア
政
府
関
係
者
な
ど
と
の
意
見
交
換
を
行
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。
今
後
残
さ
れ
た
検
討
課

題
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
く
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
の
視
点
か
ら
、

以
下
質
問
す
る
。

一

日
本
政
府
、
国
際
社
会
と
も
本
件
の
見
直
し
に
着
手
す
る
方
向
で
合
意
し
、
再
検
討
を
始
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
六
月

一



二
五
日
の
参
議
院
決
算
委
員
会
で
田
中
外
相
は
本
件
の
見
直
し
に
は
慎
重
な
態
度
で
臨
む
べ
き
と
の
発
言
が
あ
っ
た
。
田
中

外
相
が
態
度
を
急
変
さ
せ
た
理
由
に
つ
い
て
政
府
は
ど
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
る
の
か
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
た
い
。

二

新
聞
報
道
、
現
地
駐
在
日
本
人
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
田
中
外
相
に
よ
っ
て
事
業
の
見
直
し
の
必
要
性
が
述
べ
ら
れ
た
後
、

在
ケ
ニ
ア
日
本
大
使
館
青
木
大
使
は
「
一
部
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
政
治
家
の
せ
い
で
本
事
業
が
中
止
に
な
っ
た
」
等
、
不
用
意
な
発

言
を
繰
り
返
し
、
現
地
を
混
乱
に
陥
れ
た
。
青
木
大
使
の
発
言
は
外
務
省
に
よ
る
指
示
・
指
令
等
を
反
映
す
る
も
の
な
の

か
。
も
し
、
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
招
い
た
責
任
を
ど
の
よ
う
な
形
で
取
る
べ
き
な
の
か
。
政
府
の

見
解
を
述
べ
ら
れ
た
い
。

三

政
府
に
よ
る
六
月
一
六
日
か
ら
二
〇
日
ま
で
の
現
地
視
察
に
つ
い
て

政
府
は
六
月
一
六
日
か
ら
二
〇
日
ま
で
外
務
省
担
当
課
長
を
ケ
ニ
ア
に
派
遣
し
、
現
地
サ
イ
ト
の
視
察
、
地
域
住
民
、
Ｎ

Ｇ
Ｏ
及
び
青
年
海
外
協
力
隊
隊
員
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
、
及
び
ケ
ニ
ア
政
府
関
係
者
な
ど
と
の
意
見
交
換
を
行
っ
た
と
聞
い

て
い
る
。

（
�
）

現
地
視
察
は
、
具
体
的
に
ど
の
場
所
で
ど
の
よ
う
な
方
法
で
行
っ
た
の
か
。
詳
細
に
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

地
域
住
民
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
ど
の
よ
う
な
人
々
を
対
象
と
し
、
ど
の
よ
う
な
手
法
で
行
っ
た
の
か
。
ま
た
、
そ
の

二



選
定
は
何
を
基
準
に
し
た
の
か
。
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
内
容
に
つ
い
て
詳
細
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
参
加

し
て
い
た
の
か
、
名
称
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

青
年
海
外
協
力
隊
隊
員
か
ら
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た
と
の
こ
と
だ
が
、
ど
の
地
域
の
ど
の
よ
う
な
職
種
の
隊
員
か

ら
話
を
聞
い
た
の
か
。

（
�
）

ケ
ニ
ア
政
府
関
係
者
な
ど
と
の
意
見
交
換
内
容
に
つ
い
て
議
事
録
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

一
連
の
視
察
を
元
に
日
本
政
府
と
し
て
ケ
ニ
ア
政
府
に
ど
の
よ
う
な
働
き
か
け
を
し
た
の
か
。

（
�
）

現
地
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
視
察
団
へ
の
要
望
書
に
対
し
て
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か
。
具
体
的
な

説
明
を
頂
き
た
い
。

四

国
際
協
力
銀
行
の
環
境
社
会
調
査
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て

（
�
）

二
〇
〇
一
年
二
月
二
六
日
か
ら
三
月
二
日
ま
で
の
国
際
協
力
銀
行
の
環
境
社
会
調
査
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
調
査
報
告
書

の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

こ
の
調
査
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
結
果
を
元
に
、
国
際
協
力
銀
行
と
し
て
新
た
に
ど
の
よ
う
な
働
き
か
け
を
し
た
の
か
に

三



つ
い
て
示
さ
れ
た
い
。

五

技
術
委
員
会
の
報
告
書
に
つ
い
て

当
方
が
提
出
し
た
質
問
主
意
書
に
対
す
る
回
答
の
中
で
、
技
術
委
員
会
か
ら
本
件
計
画
の
係
る
環
境
社
会
問
題
に
つ
い
て

報
告
書
が
提
出
さ
れ
る
予
定
で
あ
り
、
我
が
国
と
し
て
は
報
告
書
の
内
容
を
精
査
す
る
と
共
に
現
地
の
状
況
を
注
視
し
、
ケ

ニ
ア
側
に
対
し
適
切
な
対
応
を
行
っ
て
い
く
と
の
回
答
を
頂
い
て
い
る
。

（
�
）

二
〇
〇
一
年
六
月
七
日
に
技
術
委
員
会
が
提
出
し
た
報
告
書
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
現
地
に
お

い
て
は
一
度
配
布
さ
れ
た
報
告
書
は
訂
正
の
た
め
に
全
て
即
座
に
回
収
さ
れ
た
と
聞
い
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
何

か
。
具
体
的
な
理
由
を
述
べ
ら
れ
た
い
。

（
�
）

報
告
書
に
基
づ
い
た
問
題
解
決
の
た
め
の
実
施
体
制
は
す
で
に
整
っ
て
い
る
の
か
。
整
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
そ

の
内
容
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
そ
の
予
算
措
置
に
つ
い
て
も
示
さ
れ
た
い
。

六

事
業
に
伴
う
社
会
環
境
影
響
へ
の
緩
和
策
に
つ
い
て

二
〇
〇
一
年
六
月
一
六
日
に
国
際
協
力
銀
行
ナ
イ
ロ
ビ
事
務
所
に
お
い
て
、
日
本
政
府
視
察
団
と
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
会
合
が
持

た
れ
た
と
聞
い
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
事
業
に
お
け
る
社
会
・
環
境
配
慮
等
に
お
け
る
要
望
書
を
提
出
し
て
い

四



る
。
要
望
書
の
中
で
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
当
初
の
事
業
内
容
と
実
際
に
進
行
し
て
い
る
現
事
業
内
容
と
の
矛
盾
に
つ
い
て
指
摘
し
て

い
る
。

（
�
）

一
九
九
三
年
に
出
さ
れ
た
環
境
影
響
調
査
書
の
問
題
点
を
開
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
そ
れ
を
受
け
て
ど
の
よ
う
な

対
策
を
取
っ
た
の
か
。
詳
細
な
説
明
を
頂
き
た
い
。

（
�
）

ソ
ン
ド
ゥ
・
ミ
リ
ウ
水
力
発
電
事
業
建
設
に
伴
い
、
取
水
堰
か
ら
下
流
の
ソ
ン
ド
ゥ
川
の
水
量
が
大
幅
に
減
少
す

る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
伴
う
地
域
へ
の
水
供
給
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

ソ
ン
ド
ゥ
川
の
水
量
変
化
に
伴
っ
て
、
河
川
の
状
態
に
応
じ
た
発
電
所
の
操
業
抑
制
が
検
討
さ
れ
て
い
る
と
あ
る

が
、
こ
の
計
画
に
つ
い
て
事
業
者
と
地
域
住
民
の
間
で
河
川
水
量
維
持
を
確
保
す
る
た
め
の
具
体
的
な
契
約
な
ど
は

行
わ
れ
て
い
る
の
か
。

（
�
）

二
〇
〇
一
年
六
月
二
〇
日
付
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
紙
に
よ
る
と
、
「
ケ
ニ
ア
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
省
の
ラ
イ
ラ

オ
デ
ィ
ン

ガ
（R

a
ila
O
d
in
g
a

）
大
臣
は
『
日
本
政
府
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
完
了
後
、
さ
ら
に
学
校
や
保
健
施
設
の
建
設
を
行

う
予
定
』
と
話
し
た
」
と
報
道
さ
れ
た
。
こ
れ
は
事
実
な
の
か
。
確
認
さ
れ
た
い
。

（
�
）

「
ソ
ン
ド
ゥ
川
は
こ
の
地
域
（
ビ
ク
ト
リ
ア
湖
集
水
域
）
の
南
東
部
の
マ
ウ
森
林
に
水
源
を
発
し
、
ウ
ィ
ナ
ム
湾

五



に
流
入
す
る
（
八
五
年JIC

A
,F
/S

よ
り
）
」
が
、
水
源
確
保
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
マ
ウ
森
林
の
保
護
対
策
が

行
な
わ
れ
て
い
る
の
か
。

七

経
済
面
に
つ
い
て
の
客
観
的
な
評
価
及
び
第
三
者
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
に
つ
い
て

田
中
外
務
大
臣
は
二
〇
〇
一
年
六
月
六
日
、
衆
議
院
外
務
委
員
会
で
「
客
観
的
な
評
価
と
い
う
も
の
を
し
て
ま
い
り
た

い
」
、
ま
た
「
第
三
者
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
私
も
ま
さ
し
く
そ
う
思
っ
て
い
ま
す
。

（
中
略
）
国
だ
け
が
や
る
の
で
は
な
い
、
そ
う
い
う
こ
と
が
結
果
的
に
は
正
し
い
チ
ェ
ッ
ク
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
」
と

発
言
し
て
い
る
。

（
�
）

ケ
ニ
ア
の
経
済
状
況
に
関
し
客
観
的
な
評
価
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
ケ
ニ
ア
政
府
の
債
務
負
担
能
力
に

つ
い
て
再
度
客
観
的
な
評
価
を
行
う
た
め
に
、
政
府
や
国
際
協
力
銀
行
以
外
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
学
識
経
験
者
を
含
む
第
三

者
が
参
加
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
債
務
持
続
性
分
析
（d

e
b
t
su
sta
in
a
b
ility

a
n
a
ly
sis

）
を
行
う
場

合
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
行
う
の
か
具
体
案
を
述
べ
ら
れ
た
い
。

（
�
）

こ
れ
ま
で
に
債
務
持
続
性
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
そ
の
調
査
報
告
書
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

六



（
�
）

事
業
効
果
の
実
行
可
能
性
分
析
に
つ
い
て
第
三
者
に
よ
る
調
査
が
行
わ
れ
る
予
定
は
あ
る
の
か
。

八

第
�
期
工
事
へ
の
借
款
に
つ
い
て

（
�
）

フ
ェ
ー
ズ
�
に
対
し
て
は
、
年
利
〇
・
七
五
％
の
環
境
特
別
金
利
に
て
、
一
〇
五
億
五
四
〇
〇
万
円
の
借
款
供
与

を
行
う
予
定
だ
が
、
こ
の
金
額
の
根
拠
は
何
か
。
項
目
ご
と
に
支
払
相
手
及
び
金
額
を
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

環
境
へ
の
悪
影
響
が
避
け
ら
れ
な
い
本
事
業
に
対
し
、
環
境
特
別
金
利
が
適
用
さ
れ
る
の
は
何
故
か
。
水
力
発
電

事
業
で
あ
る
と
い
う
以
外
の
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

七


